
受付期間は、２月１７日月から３月１７日月まで
午前８時３０分開場　受付時間：午前９時～午後４時
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平成２５年分住民税・国保税の申告受付が始まります

税務課 市民税係　☎２２－３１４８　お５５－３１４８

　
成
26
年
１
月
１

日
現
在
、
阿
蘇

市
内
に
住
所
を
有
す
る

方
は
、
平
成
25
年
１
月

１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
の
１
年
間
に
生
じ
た

所
得
に
つ
い
て
、
住
民

税
申
告
又
は
所
得
税
の

確
定
申
告
を
３
月
17
日

ま
で
に
申
告
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
確
認
事
項

▼�

指
定
日
に
お
越
し
頂

く
こ
と
が
困
難
な

場
合
は
、
最
寄
り
の

日
の
午
後
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

平

市 役 所 か ら の お 知 ら せ

月　日 会　場 対象となる行政区
２月１７日㊊ 【波野会場】

波野支所�西側会議室
楢木野、赤仁田、小園、小地野、笹倉、坂の上

２月１８日㊋ 大道、立塚、横堀、遊雀、中道、山崎、仁田水、中江、滝水
２月１９日㊌

【阿蘇会場】
内牧支所
大会議室

内牧１区、内牧３区、内牧４区、西湯浦、宇土
２月２０日㊍ 内牧２区、南宮原、湯浦、深葉、折戸
２月２１日㊎ 内牧５区、成川、小里
２月２４日㊊ 西小園、浜川、鷲の石、原の口、山田、小倉、西小倉、小池、新村
２月２５日㊋ 黒流町、今町、下の原、小野田町、本村、茗ケ原、南黒川
２月２６日㊌ 東黒川、元黒川、北黒川、黒川千丁
２月２７日㊍ 下西黒川、乙姫
２月２８日㊎ 上西黒川、永草、枳
３月　３日㊊ 赤水、狩尾１区、車帰
３月　４日㊋ 狩尾２区、狩尾３区、跡ケ瀬、的石
３月　５日㊌

【一の宮会場】
本庁
北側別館
大会議室

上役犬原、下役犬原、西町、道尻
３月　６日㊍ 坊中、竹原、蔵原
３月　７日㊎ 西１区、福原、馬場、豆札、古城１区、古城２区、古城３の１区、古城３の２区
３月１０日㊊ 西２区、古城４区、古城５の１区、古城５の２区、古城６区、古城７区、原口
３月１１日㊋ 町１区、町２区、北１区、北２区、東１区、東２区
３月１２日㊌ 東３区、西３区、分１区、分２区
３月１３日㊍ 塩塚、古閑、神石、福岡、上町、東仲町、西仲町、下町、桜町
３月１４日㊎ 古神１区、古神２区、上井手、下井手、中原、西井手、上西河原、下西河原
３月１７日㊊ 上東下原、下東下原、西下原、片隅、荻の草、舞谷、古神３区、分３区

※�日程は、地理的条件や前年の申告状況により、日ごとの来場者数に偏りがでないよう地区割しています。
また、申告期間中、指定した会場以外での受付はできませんので、あらかじめご了承ください。

所得税及び消費税・地方消費税の確定申告も、この日程で受け付けます。
一の宮会場・阿蘇会場では、ｅ -Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）がご利用いただけます。
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申　告

市民の皆さまへ、大事なお知らせや制度などを紹介するコーナーです。
お問い合わせは各担当課までお気軽にどうぞ。（おはお知らせ端末の番号）City�information

申
告
受
付
会
場
へ

ご
持
参
し
て
い
た
だ
く
も
の

①
印
鑑

②
所
得
の
計
算
に
必
要
な
も
の

〔
営
業
等
所
得
、
農
業
所
得
又
は
不
動

産
所
得
〕

▽
収
支
内
訳
書
▽
売
上
帳
▽
仕
入
帳

▽
通
帳
▽�

領
収
書
な
ど
▽
肉
用
牛
の

　

�

売
却
に
よ
る
農
業
所
得
の
課
税
の

特
例
を
受
け
る
場
合
は
、
肉
用
牛

売
却
証
明
書

〔
給
与
所
得
・
雑
所
得
（
公
的
年
金

な
ど
）
又
は
退
職
所
得
〕

▽
給
与
所
得
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

〔
一
時
所
得
〕

▽�

個
人
年
金
や
生
命
保
険
な
ど
の
満

期
や
一
時
金
、
解
約
が
あ
っ
た
場

合
は
、
そ
の
返
戻
金
通
知
書
な
ど

〔
譲
渡
所
得
又
は
山
林
所
得
〕

▽�

土
地
や
建
物
、
山
林
な
ど
の
資
産

を
譲
渡
（
売
買
、
収
用
な
ど
）
し

た
場
合
は
、
そ
の
契
約
書
や
証
明

書
な
ど

〔
配
当
所
得
〕

▽�

配
当
所
得
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
や

支
払
通
知
書
な
ど

③
所
得
控
除
の
計
算
に
必
要
な
も
の

〔
医
療
費
控
除
〕

▽�

本
人
ま
た
は
生
計
を
一
に
す
る
配

偶
者
や
親
族
の
た
め
に
、
支
払
っ

た
医
療
費
の
領
収
書

〔
社
会
保
険
料
控
除
〕

▽�

国
民
年
金
保
険
料
及
び
国
民
年
金

基
金
掛
金
な
ど
の
控
除
証
明
書

▽�

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
及
び

農
業
者
年
金
保
険
料
な
ど
の
領
収
書

〔
生
命
保
険
料
控
除
〕

▽�

生
命
保
険
契
約
な
ど
に
基
づ
い
て

支
払
っ
た
一
般
の
生
命
保
険
料
、

個
人
年
金
保
険
契
約
な
ど
に
基

づ
い
て
支
払
っ
た
個
人
年
金
保

険
料
、
介
護
医
療
保
険
契
約
な
ど

に
基
づ
い
て
支
払
っ
た
介
護
医

療
保
険
料
の
控
除
証
明
書

〔
地
震
保
険
料
控
除
〕

▽�

家
屋
ま
た
は
生
活
用
資
産
な
ど
を

保
険
の
目
的
と
し
た
地
震
保
険

契
約
な
ど
に
基
づ
い
て
支
払
っ

た
保
険
料
の
控
除
証
明
書

〔
障
害
者
控
除
〕

▽�

本
人
ま
た
は
生
計
を
一
に
す
る
配

偶
者
や
親
族
の
、
心
身
に
障
害

の
あ
る
方
を
証
明
す
る
も
の
（
障

害
者
手
帳
な
ど
）

（
九
州
北
部
豪
雨
に
よ
り

被
害
に
遭
わ
れ
た
方
）

〔
雑
損
控
除
〕

▽�

平
成
24
年
分
の
申
告
の
際
に
雑
損

控
除
の
適
用
を
受
け
た
方
は
、
繰

越
額
な
ど
の
確
認
に
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、『
平
成
24

年
分
確
定
申
告
書
及
び
損
失
額

の
計
算
書
な
ど
の
控
え
』
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

災
害
の
や
ん
だ
日
の
翌
日
か
ら
１

年
以
内
に
支
出
し
た
現
状
回
復

費
用
な
ど
は
、
雑
損
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。
平
成
24
年
分
申
告

以
降
に
新
た
に
支
出
し
た
も
の

が
あ
れ
ば
、
領
収
書
な
ど
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

平
成
24
年
分
の
確
定
申
告
に
お
い

て
、
雑
損
控
除
を
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
申

告
し
て
い
な
い
方
に
つ
い
て
は
、

平
成
24
年
分
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
そ
の
他
）

▽�

非
課
税
所
得
（
遺
族
年
金
、
障
害

者
年
金
な
ど
）
の
み
を
有
す
る
方

や
所
得
の
無
か
っ
た
方
は
、
そ
の

旨
を
申
告
し
な
け
れ
ば
、
健
康
保

険
税
（
料
）
な
ど
の
軽
減
措
置
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

▽�

所
得
税
に
お
い
て
は
、
給
与
等
の

金
額
が
２
千
万
円
以
下
で
あ
る

給
与
所
得
者
で
給
与
所
得
以
外

の
所
得
が
20
万
円
以
下
で
あ
る

場
合
や
、
公
的
年
金
収
入
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
公
的
年
金

に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
が

20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
は
、
確

定
申
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い

も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
住
民

税
に
お
い
て
は
、
20
万
円
以
下
の

そ
の
他
の
所
得
に
つ
い
て
も
給

与
所
得
・
公
的
年
金
に
係
る
雑
所

得
と
合
わ
せ
て
申
告
書
を
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▽�

平
成
25
年
中
に
マ
イ
ホ
ー
ム
を
持

っ
た
方
な
ど
で
、
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
確

定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▽�

所
得
及
び
所
得
控
除
の
計
算
に
必

要
な
も
の
が
揃
っ
て
い
な
い
場

合
は
、
申
告
を
お
受
け
で
き
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
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生活に役立つ行政情報誌「暮らしの便利帳」を発行します
総務課 秘書広報係　☎２２－３１１１　お５５－３１１１

案　内

　
役
所
で
の
手
続
き
や
各
種

制
度
、
観
光
情
報
な
ど
を

掲
載
し
た
行
政
情
報
誌
「
暮
ら
し

の
便
利
帳
」
を
発
行
し
ま
す
。
皆

さ
ん
の
ご
家
庭
へ
は
区
長
を
通
じ

２
月
中
旬
か
ら
３
月
に
か
け
て
無

料
で
お
届
け
す
る
予
定
で
す
。

　
生
活
に
役
立
つ
情
報
な
ど
も
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
区
へ
の
未
加
入
な
ど
で

「
便
利
帳
」
が
届
か
な
か
っ
た
世

帯
の
方
は
、
阿
蘇
市
役
所
及
び
各

支
所
、
阿
蘇
図
書
館
、
一
の
宮
図

書
館
で
お
配
り
し
ま
す
。

市

市 役 所 か ら の お 知 ら せ

戸籍や住民異動の届は定められた期限内にご提出を！
市民課 戸籍係　☎２２－３１３５　お５５－３１３５

確　認

　
籍
の
届
や
住
民
異
動
の
届
は
、

届
出
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
の
で
、期
限
内
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

法
令
で
定
め
れ
た
届
出
期
間
を
経
過
す

る
と
、
裁
判
所
の
判
断
で
５
万
円
以
下

の
過
料
が
科
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
戸
籍
届

▽�

出
生
届　

�

子
ど
も
が
生
ま
れ
た
日
を

含
め
て
14
日
以
内

▽�

死
亡
届　

�

死
亡
の
事
実
を
知
っ
た
日

を
含
め
て
７
日
以
内

●
住
民
異
動

▽�

転
入
届　

�

阿
蘇
市
に
住
み
は
じ
め
て

か
ら
14
日
以
内

▽�

転
居
届　
転
居
し
た
日
か
ら
14
日
以
内

▽�

世
帯
主
変
更　

�

変
更
が
あ
っ
た
日
か
ら
14

日
以
内

▽�

転
出
届　
転
出
を
す
る
前
に
あ
ら
か

じ
め
阿
蘇
市
で
転
出
届
を
出
し
て

く
だ
さ
い
。
急
に
お
引
越
し
が
決
ま

り
、
届
け
出
を
す
る
い
と
ま
が
な
い

よ
う
な
場
合
に
は
、
転
出
後
14
日
以

内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
�　

転
出
届
を
出
し
て
い
た
だ
く
と
、

転
出
証
明
書
を
お
渡
し
し
ま
す
。
転

出
先
の
市
町
村
に
転
出
証
明
書
を
添

え
て
転
入
届
の
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

戸

●暮らしの便利帳
　この冊子は、官民
協働事業により発行
したもので、発行に
必要な経費を事業者
の広告により賄い、
市が費用を負担する
ことなく発行しまし
た。
　広告の申し込みを
いただいた事業者の
皆さまに心から感謝
申し上げます。

広
告
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市民の皆さまへ、大事なお知らせや制度などを紹介するコーナーです。
お問い合わせは各担当課までお気軽にどうぞ。（おはお知らせ端末の番号）City�information

【事業所の皆さまへ】競争入札参加資格審査申請書を受け付けています
財政課 管財契約係　☎２２－３２０４　お２２－３２０４

申　請

　
成
26
年
度
に
お
い
て
、
市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、
測

量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
、
物
品
の
製
造
・

修
理
・
購
入
及
び
業
務
委
託
（
建
設
工
事
関
係
を
除
く
）
に
係

る
入
札
に
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
に
つ
い
て
、次
の
と
お
り「
競

争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※�

今
回
は
追
加
受
付
と
な
り
ま
す
の
で
、
平
成
25
年
度
に
申
請

を
さ
れ
、
希
望
業
種
の
変
更
の
な
い
方
は
、
申
請
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

平●受付期間　2月 3日月～ 2月 21日金　
　※午前 9時～正午及び午後 1時～午後 4時
　※土曜、日曜、祝祭日は除きます。
●受付場所
　〒 869-2695　阿蘇市一の宮町宮地 504番地 1
　阿蘇市役所�総務部�財政課�管財契約係（本庁 2階）
●受付業種
　▷建設工事
　▷測量・建設コンサルタント等
　▷物品・業務委託（建設工事関係を除く）
●提出方法　持参または郵送（2月 21日必着）
●有効期間
　平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日
●提出書類
　▷�提出書類の詳細は財政課又は阿蘇市ホームページで
ご確認ください。

　▷�様式は全て阿蘇市指定様式です。他の様式は使用で
きませんのでご注意ください。（一部任意様式可。）

　▷�書類順にＡ4ファイルに綴じて提出して下さい。（金
属・ホッチキス不可）

　▷�Ａ 4ファイルの表紙及び背表紙に「阿蘇市競争入札
参加資格審査申請書」及び社名を明記してください。

●その他
　▷�様式は阿蘇市役所財政課で配布するほか、阿蘇市
ホームページからダウンロードできます。

　▷�郵送で提出の際は、受付確認のための返信用封筒又
はハガキを同封してください。

広
告




